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はじめに 

（１）本経営戦略について 

鹿嶋市（以下、本市という）は茨城県東部に位置し、鹿島臨海工業地域や太平洋に面した沿岸域を

含む地域です。市域には河川や湿地も点在し、自然環境と工業地域が複合した地理的特性を有してい

ます。こうした地理的背景を活かし、沿岸工業、漁業、農業などが地域経済を支えてきました。 

 

 

 

 

鹿嶋市の位置 

 

 

 

 

 

 

本市の下水道事業は、公共用水域の水質保全および生活環境の改善を目的として、昭和５１年度か

ら公共下水道の整備に着手し、昭和６０年には鹿嶋市浄化センター（終末処理施設）の供用を開始し、

公共下水道による汚水処理を始めました。その後、段階的に下水道管路や処理施設の拡充を進めてき

ました。 

しかし近年、人口減少や少子高齢化、頻発する自然災害への備えなど、本市を取り巻く環境は大き

な転換期を迎えています。 

このような社会情勢の変化に対応し、市民の安全で衛生的な暮らしに不可欠な下水道事業を将来に

わたって安定的に継続していくためには、現状を的確に分析し、中長期的な視点に基づいた戦略的な

経営が不可欠です。 

そこで、公営企業として強固な財政基盤と機動的な組織体制を確立するための中長期的な基本計

画として、令和３（２０２１）年２月に、令和３（２０２１）年度から令和１２（２０３０）年度までの１０年間を計画

期間とする「鹿嶋市公共下水道事業経営戦略」を策定しました。 

しかし「経営戦略」の策定後も、毎年度、進捗管理や計画実績との乖離検証を行い、３年～５年毎の

改定が必要（経営戦略策定・改定ガイドライン（平成 31 年 3 月公表）より）とされていることから、この

たび経営戦略を改定することといたしました。 
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（２）本経営戦略の計画期間について 

中長期的な視点から経営基盤の強化等に取り組むことができるよう、本経営戦略の計画期間につい

ては令和８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度までの１０年間とします。 

 

（３）本経営戦略の位置付け 

本市下水道事業の各種施策は、本市の最上位計画である「第４次鹿嶋市総合計画」に基づき実施し

ています。そのため、本経営戦略は、総合計画で掲げる本市の将来都市像を実現するための事業計画

として位置付け、他の施策・計画等との整合を図りつつ策定します。 

 

 

本経営戦略の位置づけ 

  

国

　第４次　鹿嶋市総合計画新下水道ビジョン
茨城県生活排水ベストプラン
茨城県広域化・共同化計画

鹿嶋市
公共下水道事業経営戦略

下水道ストックマネジメント計画

一般廃棄物処理基本計画

下水道事業実施計画

茨城県
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１．下水道事業の歩み 

本市の公共下水道事業（単独）は、「鹿嶋処理区」として一体的に管理されており、主に旧鹿島町を対

象に整備が進められてきました。 

 

事業の初期段階としては、昭和５１（１９７６）年３月１５日に初回の工事に着手し、昭和６０（１９８５）年１

０月には計画区域の一部にて処理施設の供用を開始しました。初期の事業計画では、汚水処理面積は

４０７ｈａ、計画人口は約１６，６００人、日最大汚水量は９，１７０㎥／日と設定されていました。 

その後、人口増加や土地利用の進展を背景に、数次にわたる事業計画の変更が行われ、処理区域

の拡大や計画人口の見直し、処理能力の強化が段階的に実施されました。令和６（２０２４）年時点にお

ける最新の計画では、汚水処理面積は１，６７９ｈａ、計画人口は３６，１８０人、日最大汚水量は１５，２００

㎥／日にまで拡大されています。 

処理施設である「鹿嶋市浄化センター」は、鹿嶋市大字平井字灘に位置し、標準活性汚泥法による

処理方式を採用しています。計画処理能力は最大１６，８００㎥／日で、放流先は平井浜雨水幹線を経

由して鹿島灘に放流されます。また、処理施設の能力強化だけでなく、宮中・根三田地区には汚水中継

ポンプ場も整備され、市内各地からの汚水を効率的に集約・処理する体制が構築されています。 

 

さらに、雨水整備についても、全体計画区域１，６７４ｈａのうち、浸水リスクが高い中心市街地・低地

部を中心に９４９ｈａ（１６排水区）を事業計画区域として設定し、順次整備が進められています。近年で

は、荒野台東（施工中）など新たな排水区の追加、雨水幹線の延伸、貯留施設の整備など、多方面での

機能強化が図られています。 

 

このように、本市の下水道事業は、昭和期からの基盤整備を起点として、計画的な事業拡充と施設

更新を重ねながら、市民の安全で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全に寄与し続けてい

ます。 

  

Ⅰ 経営戦略の改定の要旨
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２．総務省が推進する経営戦略策定及び改定の背景と目的 

（１）背景 

我が国においては、今後、急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設の老朽化に伴う更新

需要の増大等、公営企業を取り巻く経営環境は一層厳しさを増す状況にあります。  

各公営企業が将来にわたり住民生活に必要なサービスを安定的に提供していくためには、公営企業

会計の適用拡大や経営比較分析表を活用した「見える化」による現状分析に基づく経営戦略の策定や

抜本的な改革等の取組を通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図ることが求められてい

ます。 

 

 

※出典：総務省「令和６年度の公営企業関係主要施策に関する留意事項」について 

  



 5 

（２）目的 

公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、住民生活に身近な社

会資本を整備し、必要なサービスを提供する役割を果たしており、将来にわたりその本来の目的である

公共の福祉を増進していくことが必要です。 

経営環境が厳しさを増す中にあっても、事業、サービスの提供を安定的に継続できるよう、中長期的

な視点に立った経営を行い、徹底した効率化、経営健全化に取り組むことが必要となります。 

これらの課題や現状に対して、総務省においては、公営企業の中長期的な経営の基本計画である

「経営戦略」を企業ごとに策定し、それに基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経営基盤の

強化と財政マネジメントの向上を実現していくことを強く求めています。 

令和４（２０２２）年１月には総務省の「経営戦略策定・改定マニュアル」が改定となり、取組の進捗と成

果を一定期間ごとに評価、検証した上で、次の視点から実効性のある「経営戦略」の改定が求められて

います。 

 

❶ 今後の⼈⼝減少等を加味した料⾦収⼊の的確な反映 

❷ 減価償却率や耐⽤年数等に基づく施設の⽼朽化を踏まえた将来における更新費⽤の的確な反映 

❸ 物価上昇等により上昇傾向にある維持管理費、委託費、動⼒費等の的確な反映 

❹ ❶❷❸等を反映した上での収⽀を維持する上で必要となる経営改⾰ 

（料⾦改定、広域化、⺠間活⽤及び効率化、事業廃⽌等）の検討 

これらの内容を反映したうえで、策定及び改定した経営戦略に沿った取組等の状況を踏まえつつ、Ｐ

ＤＣＡサイクルを通じて質を高めていくため、３年から５年ごとの⾒直しを行うことが重要としています。 

 

 

※出典：総務省「地方公営企業の現状と課題」          
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（３）経営戦略の要旨 

本経営戦略では、下水道資産の現状分析を基にした長期的な需要の見通しや更新等の投資計

画を策定します。また、需要の見通しや投資計画において経営の悪化が想定される場合には、使用

料改定等の検討を行い、今後、事業が安定的に継続できるかの見通しを示します。そのため、中長

期の「投資・財政計画」を策定します。 

「投資・財政計画」の策定に当たっては、「投資試算」及び「財源試算」による将来予測が求められ

ます。この計画は、現時点で反映可能な経営健全化や財源確保に係る取組を踏まえて試算を行い

ます。その上で、将来の使用料収入の減少・更新需要の増大を見据えた使用料水準の適正化、更

なる民間活用を反映した投資のあり方の見直し等を複合的に検討し、具体的なシミュレーションを

構築して今後の経営方針を作成します。 

 

⬛経営戦略の策定の流れ 

※出典：総務省「経営戦略策定・改定マニュアル」 
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１ 本戦略の事業の現況 

（１）事業の現況（事業概要） 

本戦略の対象となる事業は「鹿嶋市公共下水道事業」で、概要は以下のとおりです。 

 

  公共下水道事業 

建設開始 昭和５１年（１９７６年）３月１５日 

供用開始 昭和６０年（１９８５年）１０月１日 

法適・非適用区分 
法適用（一部適用） 

※令和２（２０２０）年４月１日 

処理区域内人口密度 ２１．６人／ｈａ 

流域下水道等への接続 

の有無 
なし 

処理場数／処理区数 １個／１区 

広域化・共同化・最適化 

実施状況 

鹿嶋市のし尿処理の共同化実施。 

ほか、今後の老朽化に備え、施設更新・最適化を視野に検討。 

 

 

（２）使用料体系の状況 

本市の使用料体系は、公共下水道事業は基本料金と従量制で設定しています。 

本市の使用料金については、平成１４（２００２）年４月１日に使用料の改定を実施して以降、消費税率

の改定に伴う調整を除き、料金体系の見直しは行っていません。 

 

■使用料体系                                                  （税込） 

基本使用料 超過使用料 

（１箇月につき） （１立方メートルにつき） 

汚水量 金額 汚水量 金額 

１０立方メートルまで １，３２０円 

１０立方メートルを超え 

２０立方メートルまで 
１４８．５円 

２０立方メートルを超え 

５０立方メートルまで 
１５９．５円 

５０立方メートルを超え 

１００立方メートルまで 
１７０．５円 

１００立方メートルを超えるもの １８７．０円 

 

Ⅱ ⿅嶋市下⽔道事業の現状
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■過去３か年における条例上の使用料推移                               （税込） 

使用料の推移 
条例上の 

使用料推移 

実質的な 

使用料推移 

令和４（２０２２）年度 ２，８０５円 ２，９３９円 

令和５（２０２３）年度 ２，８０５円 ２，９４６円 

令和６（２０２４）年度 ２，８０５円 ２，９５１円 

※条例上の使⽤料：条例に定められた単価で算出した２０㎥当たりの使⽤料 

※実質的な使⽤料：使用料単価（使用料収入の合計を有収⽔量の合計で除した値）に２０㎥を乗じたもの 

 

 

（３）組織の状況 

本市の下水道事業については、鹿嶋市都市整備部内で運営されています。 

組織体制は令和７（２０２５）年４月１日時点で次のとおりとなっています。 

 

 

（４）民間活力の活用等 

❶民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

本市⿅嶋市浄化センターの維持管理業務− ポンプ場の運転管
理− 汚泥の収集・運搬・処分− 管路施設の点検・補修業務な
ど 

❷指定管理者制度 特になし 

❸ＰＰＰ／ＰＦＩ 特になし 

 

都市整備部

部長・次長

下水道課

課長・課長補佐

業務管理係

１名

工務係

３名

浄化センター係

１名
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（５）資産活用の状況 

❶エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・発電等） 
なし 

❷土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等） 

令和７年３月から自家消費用太陽光発電をＰＰＡ方式にて購入開始

している。 
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２ 経営状況分析 

（１）財務分析（収支等の経年分析） 

令和２（２０２０）年度から令和６（２０２４）年度までの過去５か年の実績における経常的な活動の収支

を示す収益的収支、投資や企業債の発行及び償還を示した資本的収支の他、企業債残高の推移及び

収益の基礎となる処理区域内人口の推移を分析しました。 

■決算推移 

 

 ※なお、令和３（２０２１）年度の使用料収入及び有収水量については，会計年度区分の見直しを行ったことから 

１３カ月分（令和２年３月～令和３年３月）が計上されている。  

科目（単位：千円） 令和2 (2020)年度 令和3 (2021)年度 令和4 (2022)年度 令和5 (2023)年度 令和6 (2024)年度

【収益的収支】 

営業収益① 644,399 703,440 661,546 666,547 694,993

使用料収入 526,782 566,524 527,736 531,006 531,332

雨水処理負担金 116,895 136,415 132,830 134,861 163,061

その他 722 501 980 680 600

営業外収益② 836,914 747,512 734,682 751,693 778,888

国庫（都道府県）補助金 9,292 7,399 5,359 7,343 6,580

他会計補助金 315,714 260,165 261,330 280,811 303,453

長期前受金戻入 511,475 478,674 466,976 462,134 468,578

その他 433 1,274 1,017 1,405 277

特別利益③ 0 1,069 0 7,511 3,765

総収益①＋②＋③…Ａ 1,481,313 1,452,021 1,396,228 1,425,751 1,477,646

営業費用④ 1,230,247 1,252,908 1,259,486 1,223,877 1,252,906

職員給与費 32,624 31,598 36,380 28,044 35,560

動力費 33,217 42,652 62,868 40,365 48,662

修繕費 31,952 35,951 33,232 52,764 64,664

薬品費 6,477 8,853 8,792 10,837 10,017

委託料 185,302 190,244 187,324 189,786 194,846

その他 60,259 57,886 58,111 37,353 38,723

減価償却費 880,416 885,724 872,779 864,728 860,434

営業外費用⑤ 129,450 119,072 109,868 102,186 95,972

支払利息 129,304 119,048 109,573 101,846 95,484

その他 146 24 295 340 488

特別損失⑥ 5,281 273 0 0 11,207

総費用④＋⑤＋⑥…Ｂ 1,364,978 1,372,253 1,369,354 1,326,063 1,360,085

当年度純利益Ａ-Ｂ…Ｃ 116,335 79,768 26,874 99,688 117,561

【資本的収支】 

資本的収入⑤ 624,294 553,830 365,941 597,966 638,777

企業債 397,000 327,300 180,900 416,300 366,100

国庫（都道府県）補助金 174,322 198,338 138,054 154,715 245,854

他会計補助（出資・負担・借入）金 15,000 8,500 30,800 15,500 9,000

その他 37,972 19,692 16,187 11,451 17,823

資本的支出⑥ 1,113,550 1,040,827 912,734 938,147 1,096,505

建設改良費 602,665 543,149 407,972 446,576 623,243

企業債償還 510,843 497,674 504,758 491,568 473,258

その他 42 4 4 3 4

資本的収支⑤-⑥…Ｄ △ 489,256 △ 486,997 △ 546,793 △ 340,181 △ 457,728

収支合算Ｃ＋Ｄ △ 372,921 △ 407,229 △ 519,919 △ 240,493 △ 340,167

企業債元金残高 7,800,094 7,629,720 7,364,562 7,133,694 7,026,537

【人口等　参考要因】 令和2 (2020)年度 令和3 (2021)年度 令和4 (2022)年度 令和5 (2023)年度 令和6 (2024)年度

行政区域内人口（単位：人） 67,264 67,149 66,027 65,493 64,787

処理区域内人口（単位：人） 33,827 34,063 34,265 34,550 34,600

水洗化人口（単位：人） 30,602 30,838 31,041 31,437 31,930

有収水量（単位：㎥） 3,612,781 3,888,990 3,591,388 3,604,787 3,600,503

使用料単価／㎥（単位：円） 145.81 145.67 146.94 147.31 147.57

汚水処理単価／㎥（単位：円） 150.00 150.00 150.00 154.46 153.12

汚水処理に対する不足額（千円） 15,135 16,824 10,972 25,782 19,964

経費回収率（％） 97.21% 97.12% 97.96% 95.37% 96.38%
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【営業収益のうち使用料収入】 

本市の使用料収入については、令和３（２０２１）年度を除き概ね一定で推移しています。これは収

入に直結する有収水量が増減しつつ横ばい、または微減で推移していることによるものです。なお、

令和３（２０２１）年度については、これまで３月〜２月分を当年度計上としていた会計年度対象区分を

４月〜３月へ変更するため、３月〜３月までの 13 か月分の収入計上としたため、有収水量や使用料

収入を含む会計処理が一時的に増加しています。 

【営業費用】 

動力費…令和４（２０２２）年度には電力会社の変更に伴い、一時的に東電の緊急特約を利用する

こととなったため単価が急増したことで費用の上昇が見られます。また、令和５（２０２３）年度には、政

府発出の電気料金緩和措置が影響し減少しています。 

委託費・薬品費・修繕費等…物価上昇や人件費の高騰等の外部要因により、年度ごとに増減しつ

つ漸増傾向にあります。 

【資本的収入及び支出】 

支出（建設改良費）のうち、新設については、管渠の整備が完了しつつあることから、減少傾向に

あります。また、改築・改良については、処理場に関する費用の計上がある年度には金額が変動し、

令和３（２０２１）年度および令和６（２０２４）年度の２か年については大きく増加傾向にあります。 

収入にあたる財源については、国庫補助金の活用により補助対象事業のうち約５０％程度を賄っ

ており、残りの大部分を企業債で賄っています。企業債については投資に対して借入を行っているこ

とから、建設改良の動きに合わせて増減しています。 

なお、企業債償還金については、毎年度５億円前後で順当に償還が進んでいます。 

 

【企業債元金残高】 

毎年度の企業債発行額を償還額以下とするように起債管理を行っていることから企業債残高

については減少傾向にあります。 
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（２）有収水量の推移 

使用料収入に影響を与える有収水量を令和２（２０２０）年度から令和６（２０２４）年度までの過去５年

間で分析します。 

有収水量とは、処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる水量をいいます。 

有収率は、処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水量の割合を示します。有収率が高

いほど使用料徴収の対象とすることができない不明水が少なく、効率的であることを示します。 

本市では、会計年度区分の整理に関わらず、有収率は減少しながら８０％〜７０％前後で推移してお

り、２０％〜最大３０％近くの不明水の流入が見られます。不明水の流入は，処理場で処理すべき水量

を増加させるため，処理費用の増加要因となります。主な原因としては、管路の老朽化やひび割れ、マ

ンホール蓋からの雨水流入などが考えられますので、適切に管の状況を確認し更新対応を行う必要が

あります。 

 

■有収⽔量／有収率の推移                          （単位：㎥、％） 

 

【有収水量の推移について】 

有収水量の推移を見ると、過去５年間において令和３（２０２１）年度は、前述の会計年度区分の整

理により、１ヶ月分多く水量が計上されているものの、全体として令和４（２０２２）年度以降は増減しな

がら微減傾向にあります。また、前述の有収水量に直結する水洗化人口は増加しているにも関わら

ず、微減傾向であることから、一人当たりの使用水量も減少傾向にあります。 
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（３）経営比較分析表による現状分析～茨城県内各市との比較～ 

経営比較分析表は、総務省が推進する「見える化」の一環として、経営指標の経年比較や他（類似団

体平均）公営企業との比較等を行い、現状や課題等を的確に把握するとともに、経営状況をわかりや

すく説明するため、策定し公表するものです。 

本戦略においては、経営比較分析表のうち次の経営指標について分析します。 

 

❶経常収支比率  ❷経費回収率  ❸汚水処理原価  ❹水洗化率 

   

また、現在公表されている数値は、令和５（２０２３）年度が最新となっていることから、当該年度を比

較対象年度とし、比較します。 

 

■令和５（２０２３）年度 茨城県内各市の指標一覧  

自治体名
経常収支比率

（％）

経費回収率

（％）

使用料単価

（円）

汚水処理原価

（円）

水洗化率

（％）
類似団体区分

水戸市 102.69 100.03 161.24 161.19 88.01 Ad
日立市 107.35 99.75 163.03 163.44 99.64 Ad
土浦市 106.72 98.93 148.50 150.10 95.49 Ad
つくば市 102.81 97.93 148.19 151.32 99.83 Ad
牛久市 103.08 82.48 113.94 138.14 98.45 Bc1

古河市 100.66 96.14 164.51 171.11 90.03 Bd1
石岡市 110.94 96.64 145.67 150.73 93.00 Bd1
龍ケ崎市 115.63 102.81 154.40 150.18 95.45 Bd1
笠間市 99.60 100.48 180.73 179.87 91.90 Bd1

ひたちなか市 122.90 96.00 144.00 150.00 91.89 Bd1
鹿嶋市 106.95 95.37 147.31 154.46 90.99 Bd1
守谷市 114.81 124.73 127.00 101.82 99.31 Bd1
那珂市 103.84 99.65 161.43 161.99 89.25 Bd1
筑西市 112.25 99.41 175.24 176.27 88.20 Bd1
神栖市 109.48 98.56 157.82 160.13 83.71 Bd1
阿見町 113.01 102.02 156.88 153.78 98.79 Bd1

結城市 100.26 97.63 176.20 180.48 94.39 Cc1
常陸太田市 117.05 77.42 133.93 172.98 94.55 Cc1
かすみがうら市 102.86 71.59 135.40 189.14 98.86 Cc1
つくばみらい市 116.23 88.78 135.12 152.21 98.43 Cc1
東海村 104.98 90.13 135.19 150.00 93.16 Cc1
五霞町 111.72 92.12 149.92 162.74 99.17 Cc1
下妻市 103.88 56.69 164.87 290.81 67.82 Cc2
常総市 102.97 83.42 169.68 203.42 65.54 Cc2
北茨城市 101.76 67.54 201.75 298.71 73.61 Cc2
茨城町 108.96 61.14 163.25 267.00 86.37 Cc2
大洗町 158.29 96.28 151.94 157.81 72.29 Cc2
潮来市 103.63 87.05 179.31 205.99 89.25 Cd1
坂東市 106.20 90.14 163.74 181.65 84.49 Cd1
小美玉市 110.76 77.68 154.14 198.42 90.85 Cd1
常陸大宮市 133.95 97.05 160.74 165.63 71.66 Cd2
稲敷市 149.27 62.06 150.30 242.16 57.96 Cd2
桜川市 102.74 41.15 257.04 624.66 64.56 Cd2
行方市 102.90 64.60 148.22 229.43 76.62 Cd2
城里町 101.04 85.70 149.35 174.27 81.16 Cd2
美浦村 101.93 100.00 193.51 193.51 61.51 Cd2
鉾田市 100.07 49.76 173.10 347.89 32.46 Cd3

県内団体平均 110.11 87.27 159.37 196.31 85.10 -
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❶経常収⽀⽐率 

 

基本算式：経常収益／経常費用×１００（％） 

 

法適用企業に用いる経常収支比率は、その年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等

の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 

経常収支比率は、単年度の収支が黒字であることを示す１００％以上となっていることが必要です。

本市においては、本指標が１００％を上回っております。 

しかし、この指標が１００％以上の場合であっても、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源が確

保されているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点を洗い出すといった観点から分析が必

要です。 

 

 

【ポイント】 

・指標は１００％を超えていることから、収支は黒字であることを示します。 

・茨城県内平均（１１０．１１％）、全国平均（１０７．６４％）より低めの１０６．９５％。 

 なお、１００％を超えていた場合には、他団体より低い数値であっても問題はないとされています。 

・また、経常収入のうち、営業収入の割合は約４７％となっており、残りは一般会計繰入金や長期前

受金戻入等の営業外収入が占めています。 

 下水道事業では、一定の公費負担は制度上想定されているものの、持続可能な経営を確保するた

めには、使用料収入による自立度を向上させていくことが重要です。 

  

経常収支比率（％）
令和2 

(2020)年度
令和3 

(2021)年度
令和4 

(2022)年度
令和5 

(2023)年度
令和6 

(2024)年度

（公共）経常収入（千円） 1,481,313 1,450,952 1,396,228 1,418,240 1,473,881

（公共）経常費用（千円） 1,359,697 1,371,980 1,369,354 1,326,063 1,348,878

（公共）経常収支比率（％） 108.94% 105.76% 101.96% 106.95% 109.27%

【補足】 

グラフ：経営比較分析表 

令和５（２０２３）最新 

表：決算 

令和６（２０２４）最新 
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❷経費回収率 

 
基本算式：下水道使用料／汚水処理費（公費負担分を除く）×１００（％） 

 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、

使用料水準等を評価することが可能です。 

国においては、下水道事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及びその事業の

性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが困難であると認め

られる経費を除き、当該事業の経営に伴う収入をもって充てなければならないとしており、適正な経費

負担区分を前提とした「独立採算の原則」が定められています。このため、国においては、使用料で回

収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す経費回収率１００％以上であることを求めていま

す。 

数値が１００％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われているこ

とを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要となります。 

 

 

【ポイント】 

・指標は１００％を下回っており、汚水処理にかかる費用を使用料で賄えていないことを示します。 

・茨城県内平均（８７．２７％）より高く、全国平均（９８．０６％）より低めの９５．３７％。 

・本市では，使用料収入のみでは汚水処理に要する経費を賄えておらず，不足分については一般会

計からの基準外繰入金により補填している状況です。 

 今後は，経費回収率１００％以上を安定的に確保できる経営構造への転換が必要になります。 

  

経費回収率（％）
令和2 

(2020)年度
令和3 

(2021)年度
令和4 

(2022)年度
令和5 

(2023)年度
令和6 

(2024)年度

（公共）使用料収入（千円） 526,782 566,524 527,736 531,006 531,332

（公共）汚水処理費（千円） 541,917 583,348 538,708 556,788 551,296

（公共）経費回収率（％） 97.21% 97.12% 97.96% 95.37% 96.38%

【補足】 

グラフ：経営比較分析表 

令和５（２０２３）最新 

表：決算 

令和６（２０２４）最新 
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❸汚⽔処理原価 

 
基本算式：汚水処理費（公費負担分除く）／年間有収水量（㎥） 

 

汚水処理原価は、有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費と汚水維持管理

費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標で、総務省では明確な基準はないとしています。

なお、一般的には、使用料単価と比較して同じか低い数値であることが求められます。茨城県内各市

の平均を下回っていますが、汚水処理原価が類似団体との比較で低い場合であっても、有収水量や汚

水処理費の経年の変化等を踏まえた上で、現状を分析し、今後の状況について将来推計する必要が

あります。 

また、分析及び統計を基に、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上によ

り有収水量を増加させる取組といった経営改善が求められます。 

 

 

 

【ポイント】 

・指標は比較対象年度以降１５０円を超えており、汚水処理原価の上昇傾向を示しています。 

なお、１５０円という基準については、使用料の目標水準（使用料単価１５０円）と対比させ、この使用

料で賄える範囲として設定しました。（後述） 

・茨城県内平均（１９６．３１円）、全国平均（１５７．４５）より低めの１５４．４６円。 

 ・また、全体コストとしての汚水処理費については、年々上昇傾向にあることから、維持管理等に要

する経費が上昇していることが分かります。 

 

汚水処理原価（円）
令和2 

(2020)年度
令和3 

(2021)年度
令和4 

(2022)年度
令和5 

(2023)年度
令和6 

(2024)年度

（公共）有収水量（㎥） 3,612,781 3,888,990 3,591,388 3,604,787 3,600,503

（公共）汚水処理費（千円） 541,917 583,348 538,708 556,788 551,296

（公共）汚水処理原価（円） 150.00 150.00 150.00 154.46 153.12

【補足】 

グラフ：経営比較分析表 

令和５（２０２３）最新 

表：決算 

令和６（２０２４）最新 
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【補足】汚水処理原価の算定構造と現状分析 

汚水処理原価は、「経営比較に使用する指標」であり、実際の処理コストそのものを示すものではあ

りません。そのため、指標だけでは経営状況を正確に判断することはできず、維持管理費や資本費の

推移、一般会計繰入金の状況などを総合的に分析する必要があります。 

まず、汚水処理原価は以下の図のような構造となっており、算出にあたっては「公費（税金）で賄うべ

き経費」が差し引かれます。 

 

■ 制度の影響による「１５０円」の推移について 

令和２年度から令和４年度まで、本市の汚水処理原価が１５０円で一定であったのは、国の「繰出基

準」に基づき、１５０円を超える額を一般会計（市全体の税金）からの繰入金で補填していたためです。 

仕組みとして、国が示す標準的な使用料水準（１５０円／㎥）を参考に、資本費のうち使用料収入で

賄うことが困難な部分については、一般会計繰入金により補填される仕組みとなっています。 

指標上は、使用料水準１５０円／㎥を基準として、資本費の一部が一般会計繰入金で補填される仕

組みとなっており、その結果、汚水処理原価が１５０円前後で推移しやすい構造となっています。 

 

減価償却費
支払利息

等

汚水
処理費

維持管理費
（人件費）
（動力費）
（修繕費）

等経費

資本費
（減価償却費）
（支払利息等）

汚水処理費

公費負担分

現在の
使用料収入

要経営努力分

必要な使用料収入
適正使用料単価
150円まで経営努力
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■ 実際の維持管理コスト（原価）の上昇 

令和５年度以降、指標が１５０円を超えて上昇しているのは、主に「他会計補助金（特別財源補助金）」

の増加によるものです。 

なお、他会計補助金は収益として計上されますが、汚水処理原価の算定では公費負担分としての控

除対象とならないため、結果として指標上の原価が上昇する要因となります。 

 

 

■ 今後の経営改善と使用料改定の考え方 

本市の汚水処理原価は、これまで一般会計繰入金を活用することで、利用者負担を低く抑えてきま

した。公営企業会計における独立採算制は、民間企業とは異なり、その公共性の高さから一般会計か

らの繰入金による運営も制度上認められており、これらを適切に活用した上での経営自立を目指して

いくものとされています。本市においても、雨水処理や環境保全といった公共的側面を考慮し、公費負

担を組み合わせることで運営を支えてきたという背景があります。 

しかしながら、今後も安全・安心な下水道サービスを継続するためには、施設の老朽化対策や維持

管理費の削減に努めるとともに、「公費による支援」と「利用者の皆様による負担」のバランスを改めて

再考していく時期にあります。社会情勢の変化に柔軟に対応し、経営の持続可能性を確保するために

は、過度な一般会計依存からの脱却を図り、適切な利用者負担への構造転換を進めることで、経営の

自立化を目指していく必要があると考えられます。 

 

【参考】 

また、汚水処理原価と合わせて原価計算を行います。下水道料金等の公共料金に関する原価計算

とは、すべての費用を「総括原価」として使用料収入と対比させ、使用料体系の水準決定の参考値とす

るものです。国（総務省、国土交通省）においても適正料金を図るうえで原価計算の実施を推奨してい

ます。原価計算は、将来の償却資産に対する更新需要を加味した資産維持率割合を掛け、資産維持費

として使用料を決める総括原価主義に基づく方法で行いますが、本市においては、経費回収率も１０

０％を下回っていることから、昨年単年の時点では加味しないものとします。 

なお、総務省から示された様式により現状の原価計算を算出したところ、原価（費用）に対する収益

（使用料）が９９．９３％となっており、１００％を下回っています。つまり、原価に対し、使用料収入が満た

ないことを示していることが分かります。本市においては、経営の改善を図る必要があります。 

 

特別財源補助金

維持管理費
（人件費）
（動力費）
（修繕費）

等経費

資本費
（減価償却費）
（支払利息等）

汚水処理費

公費負担分

現在の
使用料収入

必要な使用料収入
適正使用料単価
150円まで経営努力

要経営努力分
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■原価計算表（令和６（２０２４）年度） 

  

 最近１箇年 公費負担分 使⽤料対象収⽀
千円 千円 千円

531,332 ー 531,332
0 ー 0

163,661 ー 163,661
694,993 0 694,993

最近１箇年 公費負担分 使⽤料対象収⽀
23,032 23,032 0
7,751 7,127 624
3,845 0 3,845
34,628 30,159 4,469
7,320 0 7,320
860 0 860
170 0 170
236 0 236

8,586 0 8,586
給料 2,535 0 2,535
諸⼿当 1,224 0 1,224
福利費 997 0 997

41,342 0 41,342
23,221 0 23,221
912 0 912

10,017 0 10,017
138,899 0 138,899

412 0 412
219,559 0 219,559

給料 16,416 0 16,416
諸⼿当 7,931 0 7,931
福利費 6,458 0 6,458

48,026 0 48,026
51,357 0 51,357
130,187 0 130,187
95,484 0 95,484
860,434 767,423 93,011
955,918 767,423 188,495
1,348,878 797,582 551,296

0
551,296

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 96.38

材料費

原価計算表

収 ⼊ の 部

項    ⽬ ⾦        額

使⽤料(X)

受託⼯事収益

修繕費
委託料

修繕費

その他
合    計

⽀  出  の  部

項⽬ ⾦額

管
渠
費 その他

⼩計
ポ
ン
プ
場
費

動⼒費
修繕費

⼩計

⼀
般
管
理
費

資
本
費

その他
⼩計

⼈
件
費

委託料

資産維持費（Z）
使⽤料対象経費（Y）＋（Z）

⼩計
合計(Y)

委託料

⽀払利息
減価償却費

薬品費
委託料

その他
⼩計

処
理
場
費

⼈
件
費

動⼒費

その他
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❹⽔洗化率（％） 

 

基本算式：現在水洗便所設置済人口／現在処理区域内人口（％） 

 
現在処理区域内人口のうち、水洗便所を設置して汚水処理（実際に下水道に接続）している人口の

割合を表した指標です。 

総務省ＨＰ「地方公営企業等－経営指標の概要（下水道事業）」によりますと、公共用水域の水質保

全や、使用料収入の増加等の観点から１００％となっていることが望ましいとされています。 

一般的に数値が１００％未満である場合には、汚水処理が適切に行われておらず、水質保全の観点

から問題が生じる可能性があることや、使用料収入増加のため、水洗化率向上の取り組みが必要です。 

 

  

【ポイント】 

・指標は９０％以上で比較的高い水準であるものの、接続の余地が１０％ほどあることを示します。 

・茨城県内平均（８５．１０％）より高く、全国平均（９２．８９％）より低めの９０．９９％。 

 なお、令和６（２０２４）年度には数値が上がり、全国平均に近い数値に上昇しています。 

・また、この接続余地にあたる１０％については、下水道計画区域内であっても、地理条件や家屋配

置等を踏まえ、費用対効果を検証した結果、管渠整備を実施しなかった区域が一定程度含まれてい

ることが挙げられます。これらの区域に居住する世帯は構造的に接続が困難であり、水洗化率の分

母に含まれていることが指標の伸びを抑制しています。 

 

  

水洗化率
令和2 

(2020)年度
令和3 

(2021)年度
令和4 

(2022)年度
令和5 

(2023)年度
令和6 

(2024)年度

（公共）処理区域内人口（人） 33,827 34,063 34,265 34,550 34,600

（公共）水洗便所設置済人口（人） 30,602 30,838 31,041 31,437 31,930

（公共）水洗化率 90.47% 90.53% 90.59% 90.99% 92.28%

【補足】 

グラフ：経営比較分析表 

令和５（２０２３）最新 

表：決算 

令和６（２０２４）最新 
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（４）経営状況分析から見える本市の特徴 

前ページまでの検証結果をまとめると次のとおりです。 

❶経常収支は余剰も経費回収率が１００％に満たない 

○原因と今後の対策 

令和５（２０２３）年度における経常収支比率は、１０６．９５％と国の基準である１００％を上回って

います。しかし経費回収率は、９５．３７％と国の基準である１００％を下回っています。 

これは維持管理費と資本費で形成される費用（汚水処理費）に対して、使用料収入では賄いき

れていないことを表しており、この不足分に対しては公費負担分ではない「基準外繰入金」にて補

っている状況です。 

一般会計への依存をなくし、公営企業の原則である「独立採算」に近づけるために、収益を確保

し費用を削減することが必要です。 

 

❷経常費用は横ばいも今後の物価高対策が必要 

○原因と今後の対策 

経常費用のうち、営業費用は漸増傾向で営業外費用は漸減傾向となっていることから、経常費

用が横ばいになっています。このうち、営業費用は物価高騰等の影響により各経費が漸増傾向に

あります。 

現状として、費用効率化対策等は行っているものの、物価高の影響が顕在化しつつあります。 

また、特に委託費の人件費にかかる労務費単価が全国的に上昇していることもあり、今後も経

常費用がさらに増加する恐れがあります。このことから、今後は更なる費用の効率化を進めること

が必要です。 

 

❸使用料収入は減少傾向  

○原因と今後の対策 

処理区域内人口および水洗化人口は微増傾向にあります。一方、それに伴うはずの有収水量は

増減しながら微減で推移しています。つまり、使用者は増加していく中で、一人当たりの使用している

水量は減少傾向にあることが分かります。 

また、行政人口は減少し続けており、今後整備に伴う処理区域内人口および水洗化人口の増加は見

込めなくなります。 

このことから、昨今の節水志向による使用水量の減少に加え、人口の減少によって加速度的に使用

料収入が減少していく可能性が予測されます。 

結論として、ここまでの要因により有収水量も減少することから、使用料収入の減少が予測され

るため、今後の収益の確実な確保が必要となります。 
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１．有収水量及び使用料収入の予測 

（１）有収水量の予測 

経営戦略の改定に際し、処理区域内人口については「鹿嶋市人口ビジョン」における人口推計の増

減率を基に推計しました。 また、過年度の実績から一人当たり処理水量等を設定し、年間有収水量を

推計することしました。 

■有収⽔量の予測のための前提条件 

●処理区域内人口 

本市で作成した人口推計（鹿嶋市人口ビジョン）に基づき、行政区域内人口及び処理区域内人口

を推計しています。 

 

●水洗化率 

水洗化率（％）＝水洗便所設置済人口÷処理区域内人口 

水洗化率は過年度実績を基に人口推計にあわせて推移させました。 

 

●年間有収水量 

年間有収水量（㎥）＝１人当たりの有収水量×水洗便所設置済人口 

直近の有収水量及び水洗便所設置済人口より、１人当たりの有収水量を算定し、推計を５か年平

均に基づき算出しています。 

 

＜参考＞⼈⼝ビジョンにおける将来⼈⼝予測             （単位：人） 

Ⅲ 今後の予測 
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■有収⽔量の将来予測 

 

（２）使用料収入の予測 

処理区域内人口及び有収水量の予測に基づき、現状の使用料単価のまま推移した場合の使用料収

入について試算を行いました。結果は以下の図表のとおり、使用料収入は減少傾向です。 

なお、予測に当たっては、本戦略計画期間の最終年度である令和１７（２０３５）年度までとしています。 

■使⽤料収⼊の将来予測  
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２．投資及び投資財源の予測 

（１）投資の予測（全体） 

下水道事業では、安定的に下水処理を行うために下水道施設や管路の健全性を維持することが極

めて重要です。また、人口減少や節水機器の普及等により、有収水量は将来的に減少することが予測

され、今後の新規の投資（整備事業）については、施設の老朽化や効率性を考慮する必要があります。

計画期間である令和８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度までの１０年間における投資総額は約６

５億円と想定しています。 

 

■計画期間である令和１７（２０３５）年度の全体投資スケジュール   （単位：千円／税込み） 

※なお、この表では全体投資スケジュールとして計画期間である令和１７（２０３５）年度までを掲載していま

すが、計画期間後も継続して事業を行うこととします。 

 

 

（２）主な投資事業別の予測 

主な投資事業別の目的、内容、本戦略の計画期間である令和１７（２０３５）年度までの事業の目的及

び事業費の合計は次のとおりです。 

 

❶各種計画策定改定、設計など（事業費見込み：約４．７億円） 

●内容 

公共下水道事業の施設の老朽化対策、耐震化対策を実施するため、既存計画であるストックマネジ

メント計画、地震対策など 5年を目安に見直しを行います。 

また、直接工事を行う前に問題なく施工するため適切な設計をしていきます。 

 

❷未普及対策（延伸等）（事業費見込み：約５．６億円） 

●内容 

下水道の普及していないエリアに対し、管の接続等を実施し、適切な排水処理を行えるよう整備を

行います。 

 

 

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

182,100 60,000 50,000 50,000 65,000 25,000 5,000 5,000 25,000 5,000

136,772 90,891 130,591 112,972 24,425 14,706 14,706 10,235 17,000 11,832

管渠 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800

ポンプ場・処理場 255,445 255,445 255,445 988,778 988,778 988,778 255,445 255,445 255,445 255,445

管渠 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0 0 0

ポンプ場・処理場 0 0 0 40,000 40,000 0 0 0 0 0

155,000 80,000 80,000 80,000 80,000 0 0 0 0 0

736,117 493,136 552,836 1,308,550 1,235,003 1,065,284 281,951 277,480 304,245 279,077

項目

計画策定改定、設計等
（直接工事除く）
未普及対策

改築更新

雨水整備

合　計

耐震工事
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❸長寿命化・老朽化対策（改築・更新）（事業費見込み：約４８．２億円） 

●内容 

既存の下水道施設の老朽化に対応するため、精密な施設調査を基に計画的な改築および更新を実

施し、長期的かつ安全な使用を確保する対策を講じます。詳細な調査診断に基づき、実施計画修繕改

築計画を作成し、緊急度の高い箇所について改築更新や必要な対策を行います。 

なお、腐食環境下にある施設や最重要施設については、下水道法に基づき５年ごとに点検および調

査を実施し、その健全性を確認するものとします。 

 

❹耐震化対策（事業費見込み：約２．０億円） 

●内容 

大規模地震発生時における下水道機能の維持および早期復旧を図るため、下水道施設の耐震化を

計画的に実施します。具体的には、処理場、ポンプ場、管渠などの主要施設について、構造上の耐震性

能の評価を行い、被害リスクの高い箇所を抽出した上で、段階的な耐震補強や耐震構造への更新を

進めます。 

また、計画的な点検および調査を通じて耐震性能の継続的な確認を行い、災害時にも下水道サービ

スが維持されるよう、施設の強靱化を図ります。 

 

❺雨水対策（事業費見込み：約４．７億円） 

●内容 

集中豪雨や台風による家屋の浸水、道路冠水等の被害軽減を図ることを目的として、雨水幹線の整

備を実施します。 

 

 

（３）投資財源の予測 

前述の通り、本計画期間における投資予測額は総額約６５億円となることが想定されます。 

投資に対する事業費は、国の社会資本整備総合交付金等の国庫補助金等を積極的に活用す

る他、一般会計からの繰入金、企業債で実施する予定です。 

年度別の財源は次のとおり想定しています。 

■計画期間である令和１７（２０３５）年度までの年度別投資財源           （単位：千円） 

企業債残高については、投資の平準化や起債抑制により減少させる見込みですが、改めて国や県の

補助金を活用することにより、起債発行の抑制を図れるか検討を進めていきます。なお、今後の投資拡

大に伴い企業債償還金の増加も予測されるため、企業債償還元金の確保に向けて、収益の一層の確

保とともに、投資に係るコストの圧縮に努めます。 

 

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

233,349 156,324 175,249 414,810 391,496 337,695 89,378 87,961 96,446 88,467

357,017 239,171 268,125 634,647 598,977 516,663 136,746 134,578 147,559 135,352
28,709 19,232 21,561 51,033 48,165 41,546 10,996 10,822 11,866 10,884
65,514 43,889 49,202 116,461 109,915 94,810 25,094 24,696 27,078 24,838

企業債
工事負担金
その他

項目

国･県補助金
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３．組織の予測 

今後も現状の組織で事業運営を行うことを基本としています。 

投資事業に係る事務量が増加することが想定される場合、ＡＩツールの導入によるＤＸ化を推し進め

る等により現行人員での対応を図る予定としています。 
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４．施設の見通し 

（１）下水道事業施設の現況 

本市の下水道事業施設については、整備が完了に近づいています。令和６（２０２４）年度決算時点の

整備率は、約８１％となっており、今後は更新・改築に向けた取り組みを行います。本市では令和６（２０

２４）年度に「第２期鹿嶋市下水道ストックマネジメント計画」を策定し、令和１１（２０２９）年度まで同計画

に基づき、更新及び耐震化の対策を推進します。また、令和１２（２０３０）年度以降も「第３期鹿嶋市下水

道ストックマネジメント計画」も予定しており、これらの計画を基に、適正な事業経営を目指します。 

各施設における現在までの経年の推移は以下の通りです。 

■管渠の推移 

■処理場の推移 

 

【管渠について】 

現在本市においては、これまで延伸してきた管渠の更新を適宜行っていることから、法定耐用年

数を超え、かつ未更新の老朽管は発生していません。また、定期的な管路点検も実施しており、要

修繕と判断された箇所については計画的に補修を行っています。は今後年数経過による老朽化が

進むことから、更なる更新工事の取り組みが必要です。 

【処理場について】 

 令和６（２０２４）年度決算情報では、施設利用率の上昇が見られます。特に最大稼働率は地下

水・雨水等の不明水が増加していることから１００％を上回っています。季節需要や観光需要等の

一時利用状況を踏まえ、現状の能力を維持する必要があります。今後需要の低下により最大稼働

率の低下も見られる場合には、それ以降の動向を加味し、ダウンサイジング等の施設規模の適正

化について検討する必要があります。 

 

 

 

 

◆管渠
令和2 

(2020)年度

令和3 

(2021)年度

令和4 

(2022)年度

令和5 

(2023)年度

令和6 

(2024)年度

公共下水道事業

布設延長（km） 308 309 310 311 312

　老朽化率（％） 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

◆処理場
令和2 

(2020)年度

令和3 

(2021)年度

令和4 

(2022)年度

令和5 

(2023)年度

令和6 

(2024)年度

公共下水道事業

処理場　数 1 1 1 1 1

　最大処理水量（㎥/日） 12,548 13,138 13,087 13,135 14,600

　平均処理水量（㎥/日） 11,516 11,557 11,524 12,214 13,307

　現在能力（㎥/日） 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

　最大稼働率（％） 87.14% 91.24% 90.88% 91.22% 101.39%

　施設利用率（％） 79.97% 80.26% 80.03% 84.82% 92.41%

ポンプ場　数 2 2 2 2 2

　平均処理水量（㎥/日） 5,736 5,736 5,736 5,736 5,736



 

 28 

（２）処理場・ポンプ場の見通し 

処理場については、鹿嶋市浄化センターが４０年を迎えようとしています。しかし、すでにストックマネ

ジメント計画の中でも各電気設備等について更新を進めておりますので、引き続き施設全体の状況を

加味し更新していきます。 

各施設における現況は以下の通りです。 

■公共下水道施設の概要 

 

（３）管渠の見通し 

管渠については、昭和５０（１９７５）年度から着工し、現在では約３０７ｋｍが整備済みとなっています。

管渠の標準耐用年数は５０年度とされており本計画期間内には、整備が増加し始めた昭和５２（１９７７）

年から昭和６１（１９８７）年までに延伸した管渠も耐用年数を迎えることとなります。 

また、次回経営戦略の計画期間に更新対象期間に入る昭和６２（１９８７）年以降も、整備が進んでお

り、更新需要の高まりが予想されます。この期間に施設更新に対する資金を保有しておく必要がありま

すので、本計画においては、将来的な更新費用も加味した予測を行います。 

■各年度整備延⻑                                          （単位：ｍ） 

 

事業種別 施設名
計画面積

（ha）

整備済面積

（ha）

計画比整備率

（％）
施設所在地 供用開始年月日

令和７（2025）年度

時点　経過年月

鹿嶋市浄化センター 1,679.00 1,357.00 80.82 鹿嶋市大字平井字灘 昭和60年度 39年

宮中汚水中継ポンプ場 鹿嶋市宮中字館之内 昭和61年度 38年

根三田汚水中継ポンプ場 鹿嶋市大字下塙字栄町 平成24年度 12年

公

共

下

水

道
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（４）施設の見通しまとめ 

 

❶処理施設は長寿命化対策により処理能力を維持 

○現状と今後の対策 

公共下水道事業は供用開始から間もなく４０年を経過し、現在、長寿命化計画となる「鹿嶋市ス

トックマネジメント」計画を進行しているところです。 

浄化センター内の各設備更新が今後集中することから、財源確保を進めるともに、予防保全に

より更新時期の平準化を進める必要があります。 

 

❷管渠は更新と耐震化に向けた対策が必要 

○現状と今後の対策 

一般的に管渠の耐用年数は５０年であり、本市の管渠は最も古いもので５０年を経過していま

す。しかし、現時点では適切に管渠の更新が進められていることから老朽管は発生していません。 

本計画期間内には耐用年数を迎える管渠あることから、今後は管渠更新の計画を明確化する

必要があります。さらに、管渠の耐震化も国主導で進められていることため、更新と耐震化をあわ

せて進める必要があります。 

 

 

 

 

５．予測を踏まえた現状の課題 

これまで行ってきた検証に基づき、課題を整理すると次のとおりとなります。 

 

○物価上昇に対する収益の確保と費用の削減 

○今後の投資に向けた財源の確保 

○継続性及び効率性を重視した投資計画の策定と進捗状況の検証 
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１．経営の基本方針と目標  

【基本理念】 

 

【基 本方針 】  

 

人口減少や高齢化の進行、節水機器の普及による水道料金収入の減少に加え、施設及び設備の老

朽化に伴う改築及び更新事業への投資の増加など、水道事業を取り巻く経営環境が厳しくなることが

予想されます。このため現在は、第４次鹿嶋市総合計画に掲げる「豊かな鹿嶋の海や緑を未来へつなぐ」

を行うため、主要施策である「経営安定化の推進」、「下水道処理施設や下水道管渠等の耐震化・長寿

命化の推進」を基本方針として、経営戦略を改定しました。 

本戦略の計画期間は令和８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度までとします。 

下水道事業では、管路や処理施設、各種施設などの資産の健全性を維持することが、安定した事業

運営を行う上で重要です。しかし、投資事業には多額の資金が必要となるため、「投資試算」（投資事業

にかかる費用の見通し）と「財源試算」（下水道使用料収入など財源の見通し）のバランスを取らなけれ

ば、公共下水道事業の継続は困難です。  

この投資事業に必要な財源を確保し、「投資試算」と「財源試算」の均衡を図るためには、徹底した公

共下水道事業の効率化および健全化に取り組むことが求められます。具体的には、事業運営に伴う経

常費用を削減し、適正な使用料の設定を進めることで経営基盤を強化すること、並びに施設や設備等

への投資の最適化を図ることが重要です。 

そこで、この経営の基本方針を実現するために、具体的に次の３つの経営目標と４つの取組を設定し

ました。  

Ⅳ 経営の基本⽅針と投資・財政計画
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■３つの経営目標 

経営目標❶経常収支比率１００％の維持 

本計画期間である令和１７（２０３５）年度までに経常収支比率１００％を維持します。 

経営目標❷経費回収率１００％以上 

本計画期間である令和１７（２０３５）年度までに令和６（２０２４）年度実績の９６．３８％からの増

加、および国の指標である経費回収率１００％を目指します。現在本市では令和８（２０２６）年度に

使用料の検討を行い、使用料単価を１５０円まで引き上げることを目標とします。また、今後はこの

水準を維持し続けていくことが必要となります。 

経営目標❸他会計補助金（一般会計繰入金）のうち、基準外繰入金の削減（収益的収支）  

本計画期間である令和１７（２０３５）年度までに令和６（２０２４）年度実績である約１．２億円から

削減を目指します。 

 

■４つの取組 

取組❶下水道接続促進に向けた活動  

これまでの下水道整備の取り組みを踏まえ、水洗化の推進に向けて広報活動やウェブサイトを

通じて接続勧奨を行ってまいりましたが、劇的な改善には至っておりません。このため、新たな普及

促進施策を検討し、下水道への接続促進を図るようにします。 

取組❷効率的な投資及び投資の平準化 

今後、本市における下水道事業の投資は、ストックマネジメント計画を用いた経営の効率化およ

び長寿命化対策を中心とします。そのため、予防保全を継続しながら長寿命化対策を実施し、投

資時期の集中による一時的な財政負担を避け、各種投資事業の優先順位を考慮し、効率的に投

資を行うことを目指します。 

また、補助金などの財源を活用することで、将来的な財政負担の軽減に努めます。 

取組❸下水道使用料の検証 

５年ごとの経営戦略改定にあわせて、経常収支比率や経費回収率を含めた下水道使用料の検

証を行います。今後も継続して下水道使用料の検証を行い、経営への影響を確認します。 

取組❹人材の育成  

日常の施設管理を適切に行い、施設の長寿命化を図るため、また、人口減少などの社会情勢の

変化に伴う新たな課題に柔軟に対応するために、日本下水道協会の研修等を活用しながら、知識

の定着を図ります。また、今後も職員の確保と育成に努めます。 
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２．投資・財政計画の計算根拠 

（１）収益的収支 

投資・財政計画の収益的収支（下水道施設等を維持管理するためにかかる収支）を推計するに当た

り、前章で示した予測に基づいて算出しています。経費である委託料等は今後の物価上昇を見込んで

います。 

投資・財政計画は３０年間のシミュレーションを行い、このうち本戦略の計画期間である令和１７（２０

３５）年度までの１０年間分を掲載します。 

シミュレーションにおいては、収益的収支のほかに経営目標の進捗が把握しやすいように、指標とな

る経常収支比率と経費回収率を掲載しています。 

なお、計算根拠を明確にするため汚水処理費等もあわせて掲載しています。 

 

（２）資本的収支 

投資・財政計画の資本的収支（下水道施設等を改築及び更新するために要する収支）を推計するに

当たり、前章で示した予測に基づき算出しています。 

収益的収支同様に、投資・財政計画は３０年間のシミュレーションを行い、このうち本戦略の計画期

間である令和１７（２０３５）年度までの１０年間分を掲載します。 

 

 

 

 

３．投資・財政計画（シミュレーション）  

（１）現状予測に基づくシミュレーション 

今後の厳しい経営環境の中で目標達成に向けては、取組を明確にするとともに、今後経営に対する

管理をより一層厳格化する必要があります。 

そこでまず、今後の経営を見通すうえで、現状の予測に基づいたシミュレーションを行います。 
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（２）投資・財政計画の検討 

現状の予測に基づいたシミュレーションを行った結果、目標値に対しての所見は次のとおりです。 

目標値❶経常収支比率１００％維持・・・達成 

目標値❷経費回収率１００％確保・・・令和６（２０２４）年度実績より上昇も、１００％は未達成 

目標値❸基準外繰入金の削減（収益的収支）・・・未達成  

 

投資の効率化や共同化への取組及び使用料の不足分について一般会計より基準外の繰入れを行う

ことにより、目標値❶の経常収支比率については実現可能ですが、❷の経費回収率及び目標値❸の

基準外繰入金の削減については未達成となります。 

特に経費回収率については、汚水を処理するために必要な使用料収入を得られていないことになる

ため、使用料の体系も踏まえ、見直しを行う必要があります。また、基準外繰入金についても、一般会

計への依存を脱するため、解消していく必要があります。 

 

このため、本戦略においては経費回収率の確実な達成及び一般会計負担金依存構造からの脱却に

着眼して次のシミュレーションにて検証を行います。 

 

シミュレーション条件 

目標：経費回収率１００％以上、収益的収支における基準外繰入金の削減 

       使用料改定を令和１０（２０２８）年度に現状使用料から平均３０％の料金改定 

       ※現状条例上使用料（２０㎥）２，８０５円 → ３，６４７円（税抜） 
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【シミュレーションの検証】 

目標を達成するために使用料改定を想定しました。 

令和１０（２０２８）年度に現状の使用料から３０％改定を行うことで、目標達成となりました。 

目標値❶経常収支比率１００％維持・・・達成 

目標値❷経費回収率１００％確保・・・達成 

目標値❸基準外繰入金の皆減（収益的収支）・・・達成  

 

■経常収支比率の比較 

 

■経費回収率の比較 

令和8 

(2026)年度

令和9 

(2027)年度

令和10 

(2028)年度

令和11 

(2029)年度

令和12 

(2030)年度

令和13 

(2031)年度

令和14 

(2032)年度

令和15 

(2033)年度

令和16 

(2034)年度

令和17 

(2035)年度

現行モデル 100.00% 100.00% 100.00% 100.01% 100.00% 100.00% 100.01% 100.00% 100.00% 100.01%

改定モデル 100.00% 100.00% 100.56% 100.56% 100.55% 100.55% 100.57% 100.53% 100.54% 100.55%

99.70%

99.80%

99.90%

100.00%

100.10%

100.20%

100.30%

100.40%

100.50%

100.60%

100.70%
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■基準外繰入金の比較           （単位：千円） 

 

■使用料収入の比較                                          （単位：千円） 

 

上記の検証結果に基づき、本戦略期間における目標数値の達成が可能であると判断されました。 

今後、市民等への負担を考慮し、当市ではシミュレーションの結果を踏まえて投資・財政計画を策定

し、下水道事業の推進を図ります。 
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（３）投資・財政計画（収支計画）の策定について  

❶収支計画のうち投資について 

収支計画には、主に次の取り組みに要する収入・支出を計上しています。 

○下水道ストックマネジメント支援制度等による施設管理・改築 

○公共下水道の処理区域で行う未普及エリア解消の整備 

○耐震化および長寿命化における更新・更生工事 

 

❷収支計画のうち財源について  

【収益的収入】 

●使用料収入 

推計した有収水量を、現行の使用料体系に当てはめて算定した金額を見込んでいます。 

●補助金－他会計負担金 

総務省から発出される『地方公営企業繰出金について（通知）』の繰出基準に基づき算定した金額等

を見込んでいます。 

●補助金－その他補助金 

その他補助金に含まれるのは県補助金、国庫補助金であり、過去５か年の補助実績をもとに推計し

た金額を見込んでいます。 

 

【資本的収入】 

●企業債 

建設改良費の財源のうち、国庫補助金および一般会計出資金、受益者負担金以外の部分について

は、下水道事業債の発行を見込んでいます。事業単位での発行となり、取得する資産（施設）の耐用年

数に応じた借入期間（～３０年）を設定しています。 

●国（県）補助金 

国庫補助対象事業の建設改良費に対して、該当の補助率により金額を見込んでいます。 

●一般会計出資金 

本計画における建設改良費等の投資見込み額に対し、国庫補助金や企業債等を除いた一般会計が

負担すべき財源として算定しています。主な内訳は以下のとおりです。 

・し尿処理共同化に係る負担分： 広域的なし尿処理体制の整備に伴い、共同化に必要な施設整

備等に要する費用のうち、一般会計が公費として負担すべき経費を計上しています。 

・補助継ぎ足し単独分： 国庫補助対象事業において、補助対象外となる工事費や、補助率の差

分を補填するために一般会計から繰り入れられる単独費相当分を投資計画に合わせて積算し

ています。 

これらは、総務省の「地方公営企業繰出金基準」に基づき、事業の進捗および投資規模に応じて毎

年度適切に算定される金額を見込んでいます。 

●受益者負担金 

令和６（２０２４）年度までは、新規供用開始区域に該当する宅地面積×250 円（鹿嶋市受益者負担

金条例参照）による実績値です。この実際の受益者負担金と過去５か年の未普及対策に要した費用の

割合を用い、本計画における未普及対策における投資見込み額から算定しています。 
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❸収支計画のうち投資以外の経費についての説明  

【収益的支出】 

●経費 

職員給与費や修繕費、委託料等、各年度の取り組みに必要となる費用について物価変動を考慮しな

がら個別に積み上げて計上しています。なお、物価上昇率については、日本経済研究センターの公表

する ESP フォーキャスト調査（Ｒ７年９月版）に記載されている令和８（2026）年度の予想値である

1.77%を使用し、以後、物価上昇として同率を見込んでいます。 

●減価償却費（※長期前受金戻入額も同様） 

令和６（２０２４）年度までに取得した資産（施設）分に加え、令和７（２０２５）年度以降に取得予定の資

産分を踏まえて算出しています。償却率は、施設の耐用年数（１０～５０年）に応じて設定しています。 

 

●支払利息 

令和６（２０２４）年度までに借入した下水道事業債の利子償還金に加え、令和７（２０２５）年度以降に

発行する分の償還金を見込んでいます。なお、利率は、現在も上昇傾向にあることから、最大値として

２．９％を見込んでいます。 

【資本的支出】 

●企業債償還金 

令和６（２０２４）年度までに借入した下水道事業債等の元金償還金に加え、令和７（２０２５）年度以降

に発行する分の償還金を見込んでいます。 

 

 

（４）投資・財政計画（収支計画）における今後の取組概要  

基本理念の の実現に資するためには、計画期

間内に目標を達成する必要があります。 

現在令和８（２０２６）年度に使用料体系の検討を行う予定としており、本経営戦略を基に使用料の検

討を行います。その後も引き続き検証と検討を続け、持続的な下水道サービスの提供を行います。 

具体的には経営の基本方針における目標達成や投資・財政計画の推進に向け、次のとおり活動を実

施します。 

 

❶本戦略の計画期間における目標値達成に向けた活動 

これまでに本市が整備した下水道施設への接続率向上に向け、市民等への周知および啓発活動を

実施いたします。具体的には下水道接続による費用対効果の再試算や接続の推進を図るための補助

事業を実施するなど、可能な取組の見極めを行った上で接続率を向上させます。 

また、使用料の改定に関しては、本経営戦略内でも試算を行うとともに、市民等の負担軽減や本事

業の持続可能性を前提とし、社会情勢および経営環境の変化を考慮した上で、原価計算等の結果を

踏まえて慎重に検討いたします。 

各経費については、物価上昇に伴い圧縮や削減が困難な状況となっているため、引き続き効率的か

つ効果的なコスト管理を意識し、可能な限りの費用削減に努めます。 
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具体的には次の活動を推進します。 

１ 茨城県生活排水ベストプラン構想に基づく広域化推進による経費削減 

２ 安全・安心の下水道サービスの確保と恒常的な経費の縮減 

３ 投資の平準化と補助金等の活用による投資財源の確保 

４ 充分な議論と検証に基づく使用料改定の検討 

 

また、経費については以下の点に留意して活動を行います。 

○職員給与費 

下⽔道事業の計画を踏まえ、人事部局と職員配置について協議します。 

○動⼒費  

動⼒費は主に処理場で発生していることから、機器更新の際には省エネ機器の導⼊を検討しま

す。 

○薬品費、修繕費、委託料等 

包括的な民間委託によりコストの削減に努めます。 

 

❷本戦略の計画期間における目標値達成に向けたロードマップ 

本戦略の計画期間における目標達成に向けて、以下に示すロードマップに基づいて施策を実施いた

します。経費削減に関しては、し尿処理施設の共同化等を推進し、使用料改定については、鹿嶋市公

共下水道事業使用料改定審議会にて、検討・協議・実施・検証の一連の手順を踏んだ上で、令和８（２０

２６）年度以降、５年ごとに経営状況を考慮しながら検討を行うことといたします。 

 

■⽬標に向けたロードマップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 収益確保の取組
経費削減の取組・

経営戦略の見直し等

令和７(２０２５)年度 経営戦略改定

令和８(２０２６)年度 使用料改定の検証・検討

令和９(２０２７)年度 使用料改定の検証・検討

令和１０(２０２８)年度 （必要に応じ）使用料改定の実施

令和１１(２０２９)年度

令和１２(２０３０)年度 効果検証及び収支再試算 経営戦略の見直し・公表

令和１３(２０３１)年度 使用料改定の検証・検討

令和１４(２０３２)年度 使用料改定の検証・検討

令和１５(２０３３)年度 （必要に応じ）使用料改定の実施

令和１６(２０３４)年度

令和１７(２０３５)年度 効果検証及び収支再試算 経営戦略の見直し・検証
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■ロードマップに伴う⽬標値の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❸本戦略の計画期間における投資及び投資財源に対する取組及び検討 

本戦略の計画期間においては、施設の長寿命化対策や共同化を予定しています。 

また、今後の投資に向けては次の視点を含めて検討を行います。 

 

○今後の維持管理費用（ランニングコスト）の低減化 

○総務省が推進する広域化・共同化 

○ＰＰＰ／ＰＦＩの民間活力の活用 

○省エネルギー（脱炭素化）を目指した設備等の導入 

○国の推進する脱炭素化、省エネルギー、広域化等に対する補助金等の確保 

 

 

❹その他本戦略の計画期間における取組及び検討事項 

 

●弾力的な使用料改定に向けた原価計算の実施 

現在の経営環境の急速な変化に対応し、本事業を持続可能に運営することが求められています。こ

のため、財源としての使用料収入は極めて重要です。 

総務省では、地方公営企業の料金（使用料）について、「公正かつ妥当であり、能率的な経営下にお

ける適正な原価を基礎としたものであり、地方公営企業の健全な運営を確保できる水準であるべき」と

規定しており、計画的な料金水準（使用料）の改定を推奨しています。 

計画的な料金水準（使用料）の改定に関する留意事項として、総務省は以下の点を強調しています。 

・社会情勢、経営環境の変化に応じて適切な料金となるよう、３年から５年以内の経営戦略の改定の 

際に料金水準等を検証し、必要な改定の検討を行うこと。その際、施設の老朽化の実態や経営の将 

来見通しについて住民や議会にわかりやすく公表し、議論すること。  

・総括原価主義の原則に基づき、狭義の原価に事業報酬を加えた原価を基礎とすること。その際、経営改

善・合理化を一層徹底し、原価を極力抑制するとともに、特に水道事業や下水道事業など、将来にわたっ

て安定的に事業を継続する必要がある事業については、施設の計画的な更新の原資を確保するため、事

業報酬として必要な資産維持費を算定することを検討すること。  

年度 経常収支比率 経費回収率

令和6(2024)年度実績 109.27% 96.38%

令和１２（２０３０）年度目標 100.00％以上を維持 100.00%

令和１7（２０３5）年度目標 100.00％以上を維持 100.00%
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・人口減少等の経営環境の変化に対応するため、将来にわたり健全な経営を確保できる水準とするととも

に、料金体系（例えば、基本料金と従量料金の比率等）についても適切に配意すること。 

このため、本市においても原価計算による現状分析と今後の使用料改定に向けた検討及び議論を

進めます。 

 

●下水道事業の理解促進に向けた広報及び啓発活動 

下水道事業の理解を深めるため、下水道の機能と役割、適正利用（油類の流入防止、トイレットペー

パー以外の物質の排除等）、および経営状況に関する市民等の理解向上を図る施策を展開いたします。

具体的には、市ホームページやＳＮＳなどの広報媒体の効果的活用、積極的な広報・啓発活動を通じて、

情報提供を行ってまいります。 

 

●人材の育成 

本市では、本戦略の計画期間中に多くの投資事業が予定されています。同時に、全国的に自治体の

技術職員が不足しているという課題があります。そのため、本市では、投資コストの効率化や施設およ

び設備の効率的運用を図るため、技術職員の確保と育成に一層取り組みます。 

 

❺その他今後の取組についての検討事項 

現時点での具体的な活動はありませんが、今後、本事業における検討事項は次のとおりとします。 

○管路更新及び維持管理に向けたウォーターＰＰＰの検討 

○各施設のダウンサイジング 

○下水道への接続促進にむけた新たな普及促進用の施策の検討 
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１．経営推進体制 

本戦略における取組は、都市整備部下水道課を中心として実施します。また、進捗状況については、

計画期間中、随時、情報収集及び取組・効果の検証を行い、関係部局と協議します。 

 

■経営推進体制イメージ 
 

  

Ⅴ 経営戦略の遂⾏に向けた取組体制 

諮問・報告

→
答申・意見 財政課 ⼈事課 審査・議決

市長
提案・報告

鹿嶋市
公共下水道事業

審議会

← →

市議会
下⽔道課

連携! ←
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２．ＰＤＣＡサイクルの実行 

経営戦略はＰＤＣＡサイクルにおける計画（Ｐｌａｎ）に位置付けられます。今後は実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈ

ｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサイクルを確実に実施することが重要です。 

評価においては、経営比較分析表を毎年度作成し、経営指標を⽤いた経営分析や類似団体との比

較分析を行います。また、分析の結果、計画と実績に乖離が見られる場合は、次年度以降の施策の実

施方法について改善を行います。これらのＰＤＣＡサイクルにより経営状況を的確に把握し、経営の健

全化及び効率化に取り組んでいきます。 

なお、ＰＤＣＡのサイクルイメージは次の図のとおりです。 

■ＰＤＣＡサイクルイメージ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．次回以降の見直し 

本戦略の次回以降の見直しについては、使用料収入の妥当性の検証及び検討や投資計画の進捗

等、経営の変化にあわせて、おおむね５年に一度、定期的に行い、改定後は市民等へ公表し、周知する

こととします。 

なお、自然災害等の突発的な事象があれば、次のスケジュールに関わらず適宜見直しを行うこととし

ます。 

 

■経営戦略及び使⽤料収⼊の⾒直し・検討スケジュール 
 

  

年度
令和7 

(2025)年度

令和8 

(2026)年度

令和9 

(2027)年度

令和10 

(2028)年度

令和11 

(2029)年度

令和12 

(2030)年度

令和13 

(2031)年度

令和14 

(2032)年度

令和15 

(2033)年度

令和16 

(2034)年度

令和17 

(2035)年度

経営戦略
見直し

公表

見直し

公表

見直し

公表

使用料
検証

検討
（周知） （改定）

検証

検討
（周知） （改定）
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経営戦略における用語解説 

 

＜あ行＞ 

維持管理費 

下水道施設を毎日問題なく使い続けるために必要なお金です。ポンプや処理場の点検、故障時の修理、

清掃、運転管理の委託費、その業務に関わる職員の人件費などが含まれます。 

 

一般会計からの繰入金 

下水道事業だけでは賄いきれない費用について、市町村の一般会計（税金）から補助的に入れるお金

です。下水道会計側から見ると「収入」にあたります。 

 

ウォーターPPP 

水道・下水道分野で、民間企業の力を活用して施設の管理や更新を行う官民連携の仕組みです。施設

の運営を任せる「コンセッション方式」や、管理と更新を一体で委ねる方式などをまとめた総称です。 

 

汚水処理費 

家庭や事業所から出る汚水を処理するためにかかるすべての費用です。日々の運転・維持管理費に加

え、施設整備のための借金の利息や減価償却費も含まれます。 

 

汚水処理原価 

汚水１㎥を処理するのに、平均でいくらかかっているかを示す数値です。処理費用全体を処理水量で

割って算出し、料金が適正か、経営が効率的かを判断する目安になります。 

 

 

＜か行＞ 

改築 

老朽化などで性能が落ちた施設を、建て替えや大規模な取り替えによって新しくすることです。改築

を行うと、施設の法定耐用年数は新たに確保されます。 

 

管渠 

汚水や雨水を流すための管のことを指します。 

 

管渠老朽化率 

設置から長い年月が経ち、法定耐用年数を超えた管の割合です。数値が高いほど、更新の必要性が高

いことを示します。 
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管渠改善率 

最近数年間で、更新や更生などの対策を行った管の割合です。どの程度、計画的に更新が進んでいる

かを見る指標です。 

企業会計 

現金の出入りだけでなく、発生した収益や費用をきちんと把握する会計方法です。日々の経営（収益

的収支）と、将来に残る投資（資本的収支）を分けて管理します。 

 

企業債 

下水道施設を整備・更新するために自治体が借りる長期の借金です。 

 

企業債元金償還金 

企業債のうち、借りた元本を返済するためのお金です。設備投資に関わる支出として扱われます。 

 

共同化 

複数の自治体が、施設や事務を一緒に使ったり管理したりすることです。人手不足やコスト削減への

対応策として行われます。 

 

供用開始 

下水道が整備され、住民が実際に使える状態になることを指します。 

 

繰入金 

一般会計など他会計から公営企業会計へ繰り入れる資金をいいます。財源構造の把握に用いられま

す。 

 

繰出基準 

一般会計がどこまで負担すべきかを決めるルールで、雨水処理分など公費で負担すべき経費の算定

に用いられます。 

 

経営比較分析表 

全国の公営企業を同じ指標で比較できるようにした国の分析資料です。経営状況の客観的な把握に

使われます。 

 

経常収支比率 

経常収入で経常費用をどれだけ賄えているかを示す割合です。１００％を超えていれば、日常的な経営

は黒字と判断されます。 

 

経費回収率 

汚水処理にかかる費用を、使用料収入でどれだけ回収できているかを示します。 
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減価償却費 

施設や設備の購入費用を、使う年数に分けて計上する費用です。実際に現金は出ませんが、経営上は

重要なコストです。 

広域化 

複数の自治体が下水道事業を一体的に運営することや、流域下水道に接続することです。 

 

更新 

古くなった施設を、同じ機能を持つ新しいものに取り替えることです。 

 

 

＜さ行＞ 

最適化 

地域条件に応じて、施設や事業の形を見直し、施設の縮小や統廃合といった施設規模の適正化を図る

ことです。 

 

施設利用率 

処理場の能力のうち、実際に使われている割合を示します。 

 

資本的収支 

施設整備など、将来に残る投資に関する収入と支出です。 

 

収益的収支 

日々の運転や管理に関わる、通常の収入と支出です。 

 

修繕 

施設等の壊れた部分を直して、元の状態に戻すことです。施設等の寿命そのものは延びません。 

 

処理場 

下水をきれいにして、川や海に戻す最終施設です。 

 

処理区域内人口 

下水道を使える状態にある人口を指します。 

 

受益者負担金 

下水道整備の恩恵を受ける人が、公平性の観点から負担するお金です。 

 

使用料単価 

１㎥あたり、平均でいくらの使用料収入があるかを示します。 
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水洗化人口／水洗化率 

下水道が使える区域の中で、実際に接続して使っている人の数と、その割合です。 

 

ストックマネジメント 

施設の状態を把握し、長期的な視点で点検・修繕・更新を計画的に行う考え方です。 

 

総括原価主義 

総括原価方式は、必要な費用を積み上げて全体で回収できる料金水準を決める方法で、総括原価主

義はその基本的な考え方です。 

 

 

＜た行＞ 

耐震化 

大規模地震が発生した際でも、下水道としての機能を維持し、早期復旧を図るための対策を指します。

具体的には、重要施設に接続する管路や処理場等の中枢施設の耐震性を高める工事を実施します。 

 

耐用年数 

法律や基準で示された、資産を通常使用できると想定される期間です。実際の使用可能年数とは必ず

しも一致しません。また、メーカーや材質に応じた標準耐用年数とは目的の異なる、税法などで定められ

た会計処理上の資産使用年数として法定耐用年数も存在します。 

 

長期前受金戻入 

施設整備の際に受け取った補助金などを、減価償却に合わせて少しずつ収益として計上する仕組みで

す。実際の現金収入はありませんが、会計上は収益になります。 

 

長寿命化 

施設の点検や計画的な修繕により、本来より長く安全に使える状態を保つ取組です。更新を先送りす

るためではなく、更新時期を最適化する考え方です。 

 

独立採算制 

原則として、使用料収入で事業運営を行うべきという公営企業の基本的な考え方です。ただし、すべ

てを使用料で賄うという意味ではありません。 

 

 

＜は行＞ 

普及率 

下水道を利用できる状態にある人口が、全人口に占める割合です。整備状況そのものを示す指標です。 
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不明水 

料金徴収の対象にならない下水で、雨水や地下水が管に入り込んだものなどを指します。老朽化が主

な原因とされます。 

 

平準化 

将来に集中しがちな更新費用や財政負担を、年度ごとに均等に分散させる考え方です。急激な料金改

定を避ける目的もあります。 

 

包括的民間委託 

点検・清掃・運転管理など複数の業務をまとめて、複数年契約で民間に委託する方式です。業務効率化

や人材不足対策として活用されます。 

 

法適用 

下水道事業に地方公営企業法を適用し、公営企業会計で処理している状態を指します。 

 

ポンプ場 

地形の関係で自然に流せない下水を、高い位置へ汲み上げるための施設です。処理場へ下水を送る

中継地点の役割を持ちます。 

 

＜ま行＞ 

民間活用 

施設管理や業務の一部を、民間事業者の技術やノウハウを活かして行う取組です。コスト削減や業務

高度化が目的です。 

 

＜や行＞ 

有収水量 

処理した汚水のうち、実際に使用料を徴収している対象となる水量です。 

 

有収率 

総排水量に対する有収水量の割合です。数値が低い場合、不明水や漏水が多い可能性があります。 

 

＜ら行＞ 

類似団体 

総務省が、人口規模や条件が似ている自治体を比較しやすく分類したグループです。 
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老朽化 

長期間の使用により、施設や管路の性能や耐久性が低下した状態を指します。 

 

 

＜その他（A〜Z など）＞ 

ICT 

ICT（インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー）とは、コンピューターやネットワーク

に関連する情報技術（IT）に、「通信（コミュニケーション）」の要素を強調した概念のことです。主に技術だ

けではなく、それを活用していくことを指します。 

 

PDCAサイクル 

計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）を繰り返すことで、業務や施策を継続的に

見直し、中長期的な目標達成や経営の安定化を図る管理手法のことです。 

 

PFI 

PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、施設の整備から運営までを、民間主導で行う

PPPの一形態です。民間の資金とノウハウを活用します。 

 

PPP 

PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）とは、公共と民間が役割分担し、公共サービスを提

供する枠組みの総称です。
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